
安八町商工会員・青年部員・女性部員を対象とした新春交流

会を開催いたします。商工会には様々な業種の方が在籍してお

ります。本事業は、業種の垣根を超えた会員の交流を目的とし

ており、例年多数の参加者による会員相互の交流を図ることが

できました。 

 今年度は令和７年１月２９日（水）に開催いたしますので、

是非ご参加下さい。 

参加を希望される方は、同封のご案内をご確認いただきお申

込み下さい。 
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  ～ 商工会は 行きます 聞きます 提案します ～ 

発行：安八町商工会  安八町氷取１５９－１ 

      TEL：0584-64-4811  FAX：0584-64-02789  

安八町商工会  安八町氷取１５９－１ TEL：0584-64-4811 FAX：0584-64-2789 

  安八町商工会 

 ◎新春交流会のご案内！ 

 

昨年の新春交流会の様子 

◎年末調整及び源泉指導のご案内！ 

（１）実施日  令和７年１月７日（火）～９日（木） ９：００～１６：００  

（２）会 場     安八町商工会館 

（３）その他   税理士による指導は、８日、９日の２日間を予定しております。 

 

 
（１）実施日   令和６年１２月１７日（火）～２０日（金） ９：００～１６：００ 

（２）会 場   安八町商工会館 

（３）必要書類  現金・預金出納帳、売上・仕入の請求書・領収書、普通預金通帳 他 

※専従者給与のみの事業者の方は、年末調整を行いますので年内にお越しいただいても結構です。 

◎記帳確認及び記帳指導を実施します！ 

◎ 安八ふれあい祭り 2024 が開催 ！ 

「安八ふれあい祭り 2024」が１１月９日（土）１０日（日）に開催されました。 

今年は大垣ケーブルテレビ協賛でキャラクターショーやステージショーなどが行われ、 

会場では、紅白もちまき、バザー、お楽しみ抽選会が行われ、多くの観客で賑わいました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １.６５％ 

マル経 金利 
◆マル経融資とは、日本政策金融公庫の無担保、無保証人の融資制度です。 

  ・返済期間：運転資金７年以内、設備資金１０年以内 

  ・融資限度額 ： ２，０００万円 

  【ご利用いただける方】 

  ・安八町内で１年以上営業し、商工会の経営指導を６ヶ月以上受けている方 

  ・従業員数２０人以下（商業・サービス業の場合は５人以下）の事業所 

  ・所得税や住民税等を完納している方 

  ・日本政策金融公庫の融資対象業種であること  など 

 令和６年１２月１日現在 

日本政策金融公庫ＨＰ 
https://www.jfc.go.jp/ 

安八町商工会 ホームページ              安八町商工会 Facebook ページ 

http://www.gifushoko.or.jp/anpachi/            https://www.facebook.com/ansho3831/ 

●ＷＥＢセミナーのご案内！       安八町商工会のホームページからご覧いただけます 

ｗ ◆ 様々な経営情報が満載！ 

パソコン研修・経営実務・人材育成・ 

 経営者講演・経営革新・事業承継など 

 

☆商工会の福祉共済（傷害プランにご家族全員の個人賠償責任保険が付いています！） 

全国商工会会員福祉共済は、ライフスタイルと必要補償額に応じ

て、ケガの補償、がんの補償、病気の補償 など加入プランを検討

いただけます。是非ご加入下さい。  詳しくは商工会まで。 

｢けが｣の補償 2,000 円コースからプラスで「病気」の補償 1,000 円 

「がん」重点補償 3,000 円（シニアは 6,000 円） 

☆商工会商業サービス部会が視察研修を実施 

 商工会商業サービス部会は、１１月２８日（木）に視察研修を実施。 

令和２年の実施以来、４年ぶりの実施となりました。 

部員７名が参加し、「岐阜県庁」を視察。新庁舎に変わり各階の行政棟、議

会棟を見学しそれぞれの見どころをご説明いただきました。昼食会場では

部員相互で情報交換を行い、親睦を深めることができた有意義な視察研修

となりました。 

☆定額減税実務対応セミナー開催のご案内 

 本年６月から定額減税がスタートしました。６月１日時点での従業員の扶養状況に基づき、毎月の

源泉徴収税から１人あたり３万円を控除する月次減税事務が既に始まっています。 

 １２月以降の年末調整においては定額減税の控除額を確定させる年末減税事務が必要となり、従業

員の定額減税漏れがないよう十分に注意が必要です。 

本セミナーでは年調減税の実務と留意点について、公認会計士が分かりやすくご説明いたします。 

開催日時  令和６年１２月１３日（金）１４：００～ 

開催場所  安八町商工会 ２階研修室 

講  師  公認会計士・税理士 木村 太哉 氏 

※どなたでも受講できます。 

 参加を希望される方は商工

会までご連絡ください 

 参加無料 


